
【資料 1】 

守口サービスセンターの再整備事業と 

今後の進め方について 



１．守口ＳＣの現況と今後の方針 資料１
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２．ワーキングの目的・テーマと、事業展開に向けた今後の進め方 資料１
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【資料 2】 

守口サービスセンターの目指す方向性について 





守口地区再整備の基本的な考え方
淀川の河川環境や社会的背景、地域・地区特性、これまでの利用を踏まえ、従来の淀川河川公園の公園管理拠点・地域活動拠点として必要な機能
を担保しながら、守口地区に相応しい新たな視点での機能を備えた地区の再整備を行っていきます。

守口地区再整備の基本的な考え方
淀川の河川環境や社会的背景、地域・地区特性、これまでの利用を踏まえ、従来の淀川河川公園の公園管理拠点・地域活動拠点として必要な機能
を担保しながら、守口地区に相応しい新たな視点での機能を備えた地区の再整備を行っていきます。

守口地区を取り巻く状況

上位計画等による守口地区の主な位置づけ
淀川を自然環境資源としての位置づけ、親水空間やスポーツ・レクリ
エーションの拠点（守口市第五次総合基本計画）
河川レンジャーの活動拠点（淀川水系河川整備計画）
淀川河川公園管理センターの本部機構として設置予定 （淀川河川
公園基本計画）

上位計画等による守口地区の主な位置づけ
淀川を自然環境資源としての位置づけ、親水空間やスポーツ・レクリ
エーションの拠点（守口市第五次総合基本計画）
河川レンジャーの活動拠点（淀川水系河川整備計画）
淀川河川公園管理センターの本部機構として設置予定 （淀川河川
公園基本計画）

守口地区に関する現状での位置付けや特性
淀川河川公園の管理窓口（守口サービスセンター）
淀川河川公園内のサービスセンターの中でも最も拠点性があり、重要な役
割を担う
淀川河川公園（河川敷）は、野球・陸上・テニスコート等の運動施設が整
備、草地地区やワンドによる自然環境も豊か
地区の周辺は住宅地や団地、総合病院（松下記念病院）が隣接。教育施
設も多い
鉄道駅からのアクセスが良好（徒歩圏内）

社会的背景（少子高齢化、人口減少）を踏まえた公園のあり方
健康増進・予防の推進
高齢者世帯や単身者世帯が増加する中でのコミュニティの形成
豊かな緑の中でやすらぎが実感できる生活環境の向上
生物多様性の富んだ、自然環境との共生
市民参加や協働による公園づくりや管理
民間ノウハウを活用した公共施設の整備や管理の必要性の高まり

社会的背景（少子高齢化、人口減少）を踏まえた公園のあり方
健康増進・予防の推進
高齢者世帯や単身者世帯が増加する中でのコミュニティの形成
豊かな緑の中でやすらぎが実感できる生活環境の向上
生物多様性の富んだ、自然環境との共生
市民参加や協働による公園づくりや管理
民間ノウハウを活用した公共施設の整備や管理の必要性の高まり

守口市及び守口地区の歴史
守口市は大阪市に隣接し、商業・産業のまちとして繁栄
東海道五十七次の宿場町「守口宿」
過去におけるアイススケートリンクとしての利用や、軽食堂や売店等として
の利用（守口サービスセンター）

淀川河川公園の整備及び管理運営の基本方針（「淀川河川公園基本計画」平成20年8月より）
「河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環境や歴史・文化、人との関わりを大切にした公園にする」という認識のもとで、淀川の
自然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぐための公園づくりを目指す。

淀川河川公園の整備及び管理運営の基本方針（「淀川河川公園基本計画」平成20年8月より）
「河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環境や歴史・文化、人との関わりを大切にした公園にする」という認識のもとで、淀川の
自然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぐための公園づくりを目指す。

≪整備方針≫
（１）ゾーニング計画を新たに定める
（２）淀川の自然環境の保全・再生を図る
（３）淀川らしい利用ができるようにする
（４）淀川にまつわる歴史・文化資源を活かす

≪管理運営方針≫
（１）淀川の自然環境の保全・再生に関する調査・分析と見直しを行う
（２）安全、快適に利用できるようにする
（３）淀川にふれ、学ぶための機会を増やす
（４）多様な主体の参加と連携を図る

国の動向
持続可能で活力ある国土・地域づくりの推進（出典：国土交通省ＨＰ 総合政策「持続可能で活力ある国土・地域づくり」の推進について）
人口減少、少子高齢化、財政制約、国際競争の激化に加え、地球環境問題や震災を契機としたエネルギー制約等を克服し、国の明るい将来を築く
都市公園法の改正（出典：国土交通省ＨＰ 都市局「都市緑地法等の一部を改正する法律が平成29年6月15日に施行されました」基礎資料 概要）
• 都市公園で保育所等の設置を可能に（国家戦略特区特例の一般措置化）
• 民間事業者による公共還元型の収益施設の設置管理制度の創設
• 公園内のＰＦＩ事業に係る設置管理許可期間の延伸（10年→30年）
• 公園の活性化に関する協議会の設置

国の動向
持続可能で活力ある国土・地域づくりの推進（出典：国土交通省ＨＰ 総合政策「持続可能で活力ある国土・地域づくり」の推進について）
人口減少、少子高齢化、財政制約、国際競争の激化に加え、地球環境問題や震災を契機としたエネルギー制約等を克服し、国の明るい将来を築く
都市公園法の改正（出典：国土交通省ＨＰ 都市局「都市緑地法等の一部を改正する法律が平成29年6月15日に施行されました」基礎資料 概要）
• 都市公園で保育所等の設置を可能に（国家戦略特区特例の一般措置化）
• 民間事業者による公共還元型の収益施設の設置管理制度の創設
• 公園内のＰＦＩ事業に係る設置管理許可期間の延伸（10年→30年）
• 公園の活性化に関する協議会の設置

・収益施設（カフェ、レストラン等）の設置（管理者を民間事業者から公募選定）
・設置管理許可期間の延伸（10年→20年）、建蔽率の緩和等
・民間事業者が広場設備等の公園リニューアルを併せて実施
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守口地区周辺の歴史守口地区周辺の歴史

守口駅 新川 佐太 天満宮

舟運

守口宿

守口市内かつての舟運の様子
出典：淀川両岸一覧1863年（文久3年）発行

淀川は、古くから京都と大阪、さらには瀬戸内海から日本海を経て東アジア各地へと
結び、人や物資の輸送、文化交流を支える交通路として重要な役割を果たしてきた。

江戸と大阪を結ぶ「東海道五十七次」最後の57番目の宿場
東海道は、一般的に江戸と京都を結ぶ、品川宿～大津宿の五十三次と呼ばれているが、伏見・淀・枚

方（当時は牧方と記した）・守口の4宿場を含め、五十七次で江戸～大坂を結ぶ街道であった。
守口宿は、1616年(元和2年)に成立し、宿場は京街道(文禄堤)に沿って本陣、問屋、問屋場があった。

大坂から2里（約8km）の近距離にあり、淀川舟運が発展したため、宿泊と交通量は少なかった。しかし
、米などの農産物の集散地として重要な機能を果たし、商業活動は活発であった。

宿場通りには今でも伝統的は商家なども所々に残されていて、当時の面影をしのぶことができる。
また豊臣秀吉が文禄6年(1569年)に淀川左岸を修築して作った文禄堤の京街道は、その多くは消滅して
しまったが、宿場通の守口市本町に今でも往時の面影をとどめている。

江戸時代、大阪が「天下の台所」としての役割を担うようになると、
淀川が経済の大動脈となり舟運による輸送が活発に行われていた。

安藤広重の浮世絵にも描かれた三十石船などさまざまな種類の船が
京都の伏見港から大阪天満の八軒家浜（現在の天満橋）の間を往来し
、最盛期には約1400艘の船が運航していたという。

参考：淀川資料館HP（http://www.yodo-museum.go.jp/kikaku/kikaku06/kika6_a04.html）
枚方市HP（ https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000772.html）

三十石船とくらわんか舟版画
安藤広重画

明治期に入り、川蒸気船が就航し、三十石船
は姿を消していった。大正期に入ると、鉄道や
道路の整備など陸上交通の発達により、川蒸気
船も衰退。現在では、一部の船舶を除き、ほと
んどがその姿を消している状況にある。

川蒸気船就航の様子

参考：公益財団法人リバーフロント研究所(2002)：淀川の舟運利用について，機関紙「RIVER FRONT」，vol43，14-17

京阪電車HP（ http://www.okeihan.net/recommend/mizunomichi/michiannai06_06.php）

現在の守口宿本陣跡の様子

現在の文禄堤の様子 資
料
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守口地区に求められる役割守口地区に求められる役割

ストック効果 淀川河川公園における役割 計画や現況特性からの必要性

河川公園管理
○河川公園の中心的な施設としての機能

◎ ・従来のサービスセンターとしてとして必要な効果、機能○河川レンジャー活動拠点

○淀川河川公園の情報発信機能

環境維持・改善
自然環境の保全・活用

○都市部の生物多様性向上機能
○都市部における環境の向上機能
○自然とのふれあい機能

◎ ・河川環境、地域の自然環境の向上として必要な機能

景観形成
○良好な景観形成による地域との調和やシンボル
的な景観

○ ・地区の整備において、環境との調和が必要

健康・レクリエーション空
間提供

○多世代にわたる健康増進機能
○余暇活動の場
○憩いやすらぎの空間としての機能

◎
・地区イメージ継続
・周辺の病院や河川公園の運動施設との機能充実を図るため必
要

防災性向上
○防災倉庫としての機能
○避難路としての機能
○水害対応機能

○
・地域や地区を地震や水害等の災害から守るなど、地域の安全
性向上として必要

文化伝承
○歴史的資源の保全・活用機能
○文化的資源の保存・継承機能

- ・淀川では既存施設（淀川歴史資料館）がある

子育て・教育 ○子育て支援機能 -
・子どもの体験学習は、河川公園管理機能で補完可能
・保育施設は、地区内設置の必要性が不明確

コミュニティ形成
○多世代交流機能
○地域住民、団体の交流・連携の機能

◎
・住宅地に位置すること、総合病院や小中学校等が点在してい
ることなどから多世代交流ができる場が必要

観光振興
○地域の観光PR機能

◎
・案内機能は、河川公園管理機能で補完可能
・イベント等のソフト対策は、河川公園管理機能で補完可能
・守口宿や舟運など、守口の歴史を活用○河川の賑わいの再生・創 出機能

地域経済活性化 ○イベント等の開催による地域経済を活性化機能 ○ ・イベント等のソフト対策は、河川公園管理機能で補完可能

社会資本としての都市公園は多様な機能を有しており、河川公園管理とその他9つの効果に分類される。（「都市公園のストック効果向上に向けた手
引き（平成28年5月国交省）」参照）
守口地区に必要な効果について、淀川河川公園が関連する計画や現況特性から整理すると、「河川公園管理」「環境維持・改善、自然環境の保全・活
用」「健康・レクリエーション空間提供」「コミュニティ形成」「観光振興」効果が求められていると考えられる。
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守口地区の整備イメージ守口地区の整備イメージ

守口地区の再整備に関する導入機能（案）
求められる効果を具体的な導入機能（案）として整理しなおすと、以下６つのキーワードが抽出できる。
● 公園管理 ： 公園として最低限必要な機能、ビジターセンター

（管理運営、情報提供、レンジャーの活動拠点など）
● 自然とのふれあい：都市部であるが日常的に自然を身近に感じ、ふれあえる場
● 教育・研究 ： 環境維持・改善に向けた啓発、知識習得の場
● 憩い・交流 ： 住宅地に位置する公園としてより多くの人が憩い、交流できる賑わいの場
● 健康・レクリエーション ： 広域的な河川公園としてより多様な体験や活動に利用できる場
● 観光 ： 守口宿や舟運等の守口の歴史を通して守口らしさを感じる場

社会的背景・歴史
〇健康増進 〇コミュニティ形成 〇団地、病院が隣接 〇宿場町

社会的背景・歴史
〇健康増進 〇コミュニティ形成 〇団地、病院が隣接 〇宿場町

河川公園としての機能
○親水性 ○生物多様性（自然、動植物） ○オープンスペース 〇情報提供

河川公園としての機能
○親水性 ○生物多様性（自然、動植物） ○オープンスペース 〇情報提供 淀川河川公園下流地域協議会

検討プラットフォーム
アンケート・市場調査

「河川公園管理」「環境維持・改善、自然環境の保全・活用」「健康・レクリエーション空間提供」
「コミュニティ形成」「観光振興」

守口地区に
求められる効果

【もの】の提供
・会議室 ・軽食、カフェ ・資料室 など

【こと】の提供
・イベント、プログラム ・セミナー
・自然環境の知識 など

【守口らしさ】の提供
・宿場町の雰囲気 ・多世代交流 など

河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環境や歴史・文
化、人との関わりを大切にした公園にする

淀川河川公園の
整備の考え方

【組織の役割について】
淀川河川公園下流地域協議会
• 淀川河川公園基本計画（平成20年8月改定）に基づき設置されている組織
• 全４ブロック（上流、中流左岸、中流右岸、下流）に分かれ、地区ごとの特性に応じた協議
が進められる

• なお、上位組織として地域協議会の代表者が出席する「全体協議会」がある
検討プラットフォーム
• 守口サービスセンターを核とした、守口地区周辺の利活用促進に向けた検討組織
• 公園管理者、公園利用者（下流地域協議会メンバー含む）、運営者となり得る民間企業な
どが参加する「WG（ワーキング）」を開催し、管理運営等に関する話し合いを行う

• 将来的には守口地区周辺を中心としたエリアマネジメント組織へと展開していく予定である

検討プラットフォーム

下流地域協議会

地域住民公園利用者

民間事業者公園管理者

エリアマネジメント

参加 参加

参加報告

参加
参加・承認

報告・申請
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【資料 3】 

海老江地区・大淀野草地区の 

公園閉園等について 



淀川左岸線（２期）および淀川南岸線の概要
【平成2９年４月】

計画の概要

淀川左岸線（２期）は、政府の「都市再生プロジェクト」に位置付けられた 『大阪都市再生環状道路』 の
一部を構成する自動車専用道路であり、広域幹線道路ネットワークの形成や都心北部地域での交通混
雑緩和などを目的とした道路です。
また、淀川南岸線は、淀川左岸線（２期）などとあわせて整備を行う地域のサービス道路であり、生活
の利便性の向上や防災性の向上に重要な役割を果たす路線となります。

淀川南岸線
・事業者：大阪市
・事業区間：福島区大開4丁目～北区長柄東3丁目
・延長・幅員：延長約6.9km、幅員約12～31m
・道路構造：国道2号東側） 車道2車線、歩道

国道2号西側） 車道4車線、歩道

淀川左岸線（２期）
・事業者：大阪市・阪神高速道路株式会社

（合併施行方式）
・事業区間：此花区高見１丁目～北区豊崎６丁目
・延長・幅員：延長約4.3km、幅員約22m
・道路構造：本体（地下構造）4車線、

ランプ部（掘割・高架構造）、換気所 ２ヶ所

淀川左岸線
（2期）

淀川左岸線
（１期）

［整備済み］

［事業中］

現在の大阪の高速道路は、市の中
心部に位置する阪神高速道路の環
状線から、放射状に周辺地域に延び
るネットワークが形成されています。
そのため、周辺地域から他の地域
に移動するだけの“通過交通”も市の
中心部に集中することから、環状線
などで慢性的な交通渋滞を引き起こ
し、周辺環境の悪化や、社会経済活
動への影響が問題となっています。
こうした問題を抜本的に改善するた
めに計画されたのが「大阪都市再生
環状道路」であり、大阪市中心部の
外側を取り巻く、延長約60㎞の自動
車専用道路です。

施設の概要

≪海老江JCT≫ ≪豊崎出入口≫≪標準断面図≫

出 口

入 口

※淀川左岸線延伸部の換気所と合築

トンネル構造

高見1号

淀川

掘割・高架

構造

高速道路との接続

出 口

淀川左岸線（2期）は、
新御堂筋東側の淀川左岸線延伸部に
接続します。

淀川左岸線（2期）は、
淀川左岸線（１期）と
神戸線に接続します。

※各施設名称は仮称です。

(仮称)淀川左岸線延伸部

淀川南岸線は、
北区長柄東まで
計画しています。

淀川左岸線（2期）

歩行者専用道

潤いのある憩いの空間

環境や景観に配慮した地下構造

淀川南岸線 緑地

良好な環境の創出

安全で快適な歩行者空間

淀川

高規格堤防計画との整合

○ 淀川左岸線(２期)については平成38年度の事業完成を目指し、淀川左岸線（２期）と並行する淀川
南岸線については、淀川左岸線（２期）と一体的に整備し、着実な事業進捗を図って参ります。

海老江地区 大淀野草地区

淀川河川公園
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2. 基本的な情報 

I. 淀川河川公園について 

淀川河川公園は、大阪湾の淀川河口部（大

阪府）から桂川、宇治川、木津川が合流す

る三川合流域（京都府）までの延長約37km

の両岸の河川敷に位置する国営公園です。 

本公園は、昭和39年の東京オリンピック

開催を契機としたスポーツ振興が図られる

中、都市の過密化によるオープンスペース

の不足も相まって、昭和 46 年の淀川水系

工事実施基本計画の改定に伴って生み出さ

れる高水敷を、近畿圏の人々に豊かな自然

環境と空間を提供することを目的に整備を

開始しました。 

年間を通して、淀川が有する豊かな自然環境の保全・再生に係るボランティア活動や自然

体験プログラム、市民の健康増進のためのマラソンや野球大会といったスポーツレクリエー

ション行催事など、淀川河川公園を利用圏域とする府県の人口約1,250万人に対しして、貴

重な水と緑のオープンスペースを提供しています。 

公園の様子 BBQ 地域連携 

淀川河川公園と守口スポーツプラザ 

淀川河川公園全体の利用者数の推移 
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II. 公園の理念・目標 

（1） 淀川河川公園全体の基本方針 

①河川は人を含むすべての生物にとって共有の財産であり、淀川における自然環境や歴

史・文化、人との関わりを大切にした公園にします。 

②淀川の自然環境や淀川と人との関わりを次世代に引き継ぎます。 

③多様な主体の参加と連携のもと、全ての生物が共存できる健全かつ秩序ある利用を促し、

淀川流域とその周辺の人々が将来にわたって自然とふれあえる公園にします。 

（2） 太子橋地区・外島地区・守口地区について 

守口スポーツプラザ

のある「守口地区」は、

淀川の下流域にある公

園です。 

河川敷にある「太子

橋地区」「守口地区」と

合わせて年間50万人

前後の利用者数がある

ほか、近隣には病院や

高等学校、保育施設等

の医療・文教施設が充

実しています。 

守口地区・外島地区・太子橋地区の利用者数の推移 
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（3） 健康・文化・自然・防災のニーズに対応するために重点的に取り組んでいること 

①歴史文化・水辺の体験プログラムの提供 

②ワンランク上の都市型アウトドアの創出  

出典：淀川河川公園整備・管理運営プログラム H.29.3 
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③国営公園からの健康づくりプログラム 

④淀川を満喫する緑の空間演出とその利活用 

⑤快適性と安全性を目指した質の高いサービス提供 

出典：淀川河川公園整備・管理運営プログラム H.29.3
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